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高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について 

 

このことについて、平成23 年９月12日付け23消安第3135号をもって、農林水産省

消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったので、貴会関係者に周知方お願いし

ます。 

このたびの通知の内容は、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ

（以下「本病」という。）の発生状況、新たな飼養衛生管理基準及び防疫指針、高病原性

鳥インフルエンザ疫学調査チームからの提言等を踏まえ、下記の事項に留意の上、本病

の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化に万全を期するよう、各都道府県知事宛て通

知したので、本会あてに、了知の上、円滑な防疫対策の実施につき、協力を求めるとと

もに、家畜防疫の重要性を十分理解の上、本会会員等に対する周知とともに適切な対応

がなされるよう指導が依頼されたものです。 

 

記 

 

１ 家きんの飼養農場における飼養衛生管理の確認及び指導の徹底について 

２ 野鳥の侵入防止対策について 

３ ねずみ等野生動物対策について 

４ 家きんの健康観察に基づく早期通報について 

５ 監視体制の強化について 

（１）強化モニタリングの実施 

（２）報告徴求の実施 

６ 家畜衛生に関する情報の収集及び共有について 

７ 野鳥のサーベイランスの強化について 

 

 

 
本件内容の問合せ先 
 日本獣医師会事業担当 長野 
 TEL  03－3475－1601 
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